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“Policy for Science” と “ Science of Science Policy”
「国は、「科学技術イノベーション政策の科学」を推進し、客観的（エ

ビデンス）に基づく政策の企画立案、その評価及び検証結果の政策への反
映を進めるとともに、政策の前提条件を評価し、それを政策立案等に反映
するプロセスを確立する。その際、自然科学の研究者はもとより、広く人
文社会科学の研究者の参画を得て、これらの取組を通じ、政策形成に携わ
る人材の養成を進める。」

第４期科学技術基本計画
平成２３年８月１９日

この第4期の基本計画に理念のもと、「科学技術イノベーション政策の科
学」事業が2011年の発足。

「科学技術イノベーション政策の科学」の構築のために
・”Policy for Science”の合理性：科学技術政策の立案と実施が科学者の助

言と国民の理解をえて合理的に行われること。
・”Science for Science Policy”の効果性：科学技術政策における課題の発

見と政策評価が中立的かつ客観的エビデンスに基づいて行われ、政策立案、
実施者への的確な助言となる科学的思考の枠組みが不可欠。
両者の相補的な進行が、政策の社会的受容につながり、豊かさ実現の健

全な「社会・経済（市場）」を形成する。 2



「科学技術イノベ―ション政策の科学」の設計理念の実現のための指針

指針１：「政策形成メカニズム」と「科学技術イノベーション政策の科学」を車の両
輪として共に進化させる。: 政策推進者としての「行政」とSTI政策の科学を推進者とし
ての「研究者」との共進化

指針２：政策形成過程において、エビデンスに基づく複数の政策メニューが提示され、
また国民が政策形成に参画する際にエビデンスが活用できるようにする。：科学的エビ
デンスにもとづく政策メニューの作成と国民との合意形成のための「科学的エビデン
ス」の活用

指針３：政策形成における活用を目指して、関係諸分野の連携により「科学技術イノ
ベーション政策の科学」を構築し、得られる成果や知見を集約・蓄積・構造化して、社
会の共有資産として活用する。

指針４：政策形成において政府、科学コミュニティー、産業および市民などの協働す
るにあたって、適切な役割と責任を果たすよう行動規範を明確にする。

指針５：新たな政策形成と政策の科学の双方の担い手となる人材を育成し、それらの
人材のコミュニティーやネットワークが形成され、組織・国境を越えて活躍が可能とな
る環境を整備する。

JST/CRDS戦略提言:エビデンスに基づく政策形成のための「科学技術イノベーション
政策の科学」の構築 CRDS-FY2010-SP-13
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政策のための
科学の
発展

政策形成
メカニズムの

深化

「政策形成メカニズ
ム」と

「政策の科学」
の共進化

成果の反映

刺激と緊張

政策選択への理解と合意形成の議論の場の形成と方法の開発
「政策形成メカニズム」と「政策の科学」の新たな連携による共進化
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科学技術振興機構 研究開発センター 「エビデンスに基づく政策掲載のための『科学技術イノベーション政策の科学』の構築」
http://crds.jst.go.jp/singh/wp-content/uploads/10sp133.pdf

政策オプション作成・活用
のためには共進化が必要

行動規範の確立



「STI 政策のための科学」における選択可能な政策オプション作成
（作成 黒田）
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エビデンス・ベースの「政策の科学」の構築への道
「共進化とは」：行政による政策目標の達成を目指す「Normative」な行動規範の確
立と政策目標の社会的意義の明確化を担う研究者の「Objective」な活動の共働であり、
その共働によって、現代社会の課題を発見、解決することができる。
そのためには、
① 現代社会の解決すべき課題の確定：研究者が現代社会の構造を理解し、何を、どの

ようにして解決できるか？その政策実行によって目標の達成度と改善の方向を示し、科学的エビデンスをもとめ
ることが、研究者の役割。そのエビデンスを如何に政策の実施に活かして、政策目標を達成する行動規範を国民
の理解を得て作り、政策目標の達成への筋道を描くのが、行政者の役割。

② 両者の役割を理解し、尊重しあうことで、真の意味での「共働」の成
果を実現できる。

「科学技術基本計画の目指すもの」：第６次科学技術基本計画の答申案は、2020
年6月に科学技術基本法が改正され、「科学技術・イノベーション基本法」となって、
初めての基本計画であると位置づけて、人文・社会科学とイノベーション創出を法の振
興対象に加えたとして、その背景を、次のようにそれを位置付けている。
「科学技術・イノベーション政策が、研究開発だけではなく、社会的価値を生み出す政
策へと変化してきた中で、これらの政策には、一人ひとりの価値、地球規模の価値を問
うことがもとめられている。・・今後は、人文・社会科学の厚みのある「知」の蓄積を
図るとともに、自然科学の「知」の融合による、人間や社会の総合的理解と課題解決に
資する「総合知」の創出・活用がますます重要となる。科学技術・イノベーション政策
自体も、人文・社会科学の真価である価値発見的な視座を取り組むことによって、社会
へのソリューションを提供するものへと進化することが必要である。」

（第６次科学技術・イノベ―ション基本計画について(答申素案）page 8
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